
就農への途
～農業師匠のご案内～

天草市新規就農サポートセンター

令和５年度版



１就農相談

○農業(農地、技術(品目選定)等)を始めたい方は、天草市新規就
農サポートセンター(天草市農業振興課内)にご相談ください。

・相談しながら、研修を行うか、すぐ就農するかなど、どの
ような就農を目指していくのか検討しましょう。

３就農

○就農開始にあたり必要な機械・施設の導入に対する支援や
品目に応じた栽培技術指導を行います。

○就農後も関係機関の支援チームで、経営の土台づくりを徹
底サポートしていきます‼

２研修

○農業師匠(認定研修施設)の元での研修
①お試し研修（３か月～６か月）
②本研修（１年～２年）
・希望する品目や栽培方法に応じて、研修先（師匠、農地）
を紹介し、最大２年間の研修をあっせんします。

・この期間内に就農準備(農地確保、青年等就農計画策定等)
を進めましょう‼

天草市では重点４品目（不知火、ミニトマト、
キュウリ、トルコギキョウ）を指定しています。
天草市では重点４品目（不知火、ミニトマト、
キュウリ、トルコギキョウ）を指定しています。

農業師匠とは

就農の流れと支援制度

農業師匠

農業師匠は、天草の農業牽引する
農家で、若手農家の育成に力を注い
でいる存在です。

これまでも多くの新規就農者が天
草農業師匠の元で研修し、農業師匠
の長年の経験で培った栽培技術やノ
ウハウ、人とのつながりなどを学び
、経営開始につなげています。

農業師匠

新規就農希望者

伝
授

・心構え
・栽培技術
・経営
・ネットワーク
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ー
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天草の農業師匠～農業師匠制度とは～
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令和５年度新規就農者支援事業

天草の農業師匠～支援制度～
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事業名 要件（抜粋） 補助率等

①
【市】お試し
研修事業

農業未経験者である新規就農希望者
月12万円／世帯×原則
3ヶ月(最長6ヶ月)

②
【国】就農準
備資金

①前年の世帯所得が600万円以下
②研修終了後1年以内に独立・自営・雇用就農する
③独立・自営就農した者は5年以内に農業経営改善計画又
は青年等就農計画の認定を受ける　など

12.5万円/月
(150万円/年)
×最長２年間

③
【国】経営開
始資金

①前年の世帯所得が600万円以下
②青年等就農計画の認定を受ける
③人・農地プランに中心経営体として位置付けられている
か、農地中間管理機構から農地を借り受けていること　な
ど

12.5万円/月
(150万円/年)
×最長３年間

④
【国】経営発
展支援事業

①青年等就農計画の認定を受ける
②親元就農者は、親の経営に従事してから5年以内に継承
した者※
③人・農地プランに中心経営体として位置付けられている
か、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
④本人負担分は融資を受けること　など
※継承する経営を発展する計画（売上など10％増、コスト
10％減など）

国県3/4(本人1/4)
(補助対象事業費上限
1,000万円、ただし経
営開始資金受給者は事
業費上限500万円)

⑤
【市】新規就
農者給付金
(準備型)

①前年の世帯所得が６００万円以下
②独立・自営就農である
③青年等就農計画の認定を受ける　など
④独立・自営・雇用就農した者は5年以内に農業経営改善
計画又は青年等就農計画の認定を受ける　など

150万円/年×2年間

⑥
【市】新規就
農者給付金
(経営開始型)

①前年の世帯所得が６００万円以下
②研修終了後1年以内に独立・自営・雇用就農する
③青年等就農計画の認定を受ける　など

150万円/年×3年間

⑦
【市】親元就
農者給付金
(準備型)

①親元の農業所得が250万円未満
②前年の世帯所得が600万円以下
③研修終了後1年以内に経営継承する者
④親元以外で30日間研修する　など

120万円/年×1年間

⑧
【市】親元就
農者給付金
(経営開始型)

㋐親元から経営継承する場合は親元の農業所得が２５０万
円以下であること
㋑親元と別の経営体となる場合は原則10年間は親元からの
経営継承を受けないこと
①経営継承後の農業所得が333万円未満
②前年の世帯所得が600万円以下
③青年等就農計画の認定を受ける　など

120万円/年×3年間

⑨
【市】新規就
農者施設機械
等整備補助金

①市担い手育成支援協議会が行う農業研修を修了した者若
しくは履修している者、かつ青年等就農計画の認定が確実
と見込まれること
②青年等就農計画の認定を受けること　など

・市50％。ただし、国
県の補助金事業の採択
を受けた場合は70％
(上限500万円／世帯)
・青年等就農計画の認
定期間内であれば複数
回利用可能。

⑩
【市】親元就
農奨励金

①市内に住所を有し、親元就農した年齢が５５歳未満かつ
就農後３年を経過していない
②経営主が認定農業者で、３親等以内の親族
③経営主と家族経営協定を締結
④経営主から給与を受け取る
⑤農業従事日数が150日／年かつ1,200時間／年以上

45歳未満
 80万円(最長3年間)
45歳から55歳未満
 40万円(最長3年間)

※一部は商品券等によ
る交付

事業内容

農家等で農業体験し、
自他において農業に向
いているか見極める

50歳未満で農業経営を
開始(予定含)する者が
機械や施設を導入する
際に交付
※ポイント制による採
択

50歳未満で農業経営を
開始(雇用就農含)する
者が研修する際に交付

農業経営開始時の年齢
が50歳未満で経営開始
した者

新規就農者による規模
拡大や、研修生による
就農後に備えた営農準
備行為に係る費用に対
して交付
例)ハウスの新設、移
設、移設に伴う補修、
畜舎の新設及び補修、
それに伴う暗渠排水、
客土など

次世代の中心的な役割
を担う農業者の育成を
支援するため、親元に
就農した者に奨励金を
交付

農業経営開始時の年齢
が50歳以上65歳未満で
経営を開始する者に交
付

50歳以上65歳未満で農
業経営を開始(雇用就
農含)する者が研修す
る際に交付

55歳未満で親元の農業
経営を継承する者、ま
たは親元とは別の経営
体として10年以上独立
して経営する者

54歳未満の者であって
親元の農業経営を継承
する者が親元で研修す
る際に交付



天草市農業研修生の受入要件

対象品目

対象者

研修期間

・農業未経験者の栽培推奨品目は「ミニトマト」「きゅうり」
「不知火」「トルコギキョウ」の原則４品目とする。
※推奨品目以外の就農希望者は、農業所得250万円以上を確保できると
サポートセンターから了承されること、他の研修機関などで栽培（飼
養）技術を取得済か、ＪＡにより研修先確保が可能なこと。なお、畜
産の場合は、畜舎の確保が確実であること。

・おためし研修 ３か月以内

・本研修 １年以上２年未満（年間１，２００時間以上）

天草の農業師匠～研修生の要件～

・研修後、天草市内で就農する者
・就農時の年齢が以下に合致する者

親元就農の場合 就農時５４歳未満
独立自営の場合 就農時６５歳未満

申込方法

・天草市新規就農サポートセンターへご相談下さい。
（事務局）

天草市役所 経済部 農業振興課
TEL： 0969-32-6792 FAX : 0969-24-2524
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作業イメージ

品目

不知火

研修生紹介

天草の農業師匠

農業
師匠

メッセージ

研修生
へ期待

天草市

上天草市苓北町

経営
内容
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１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
収穫収穫・出荷

剪定 摘果
栽培管理（薬剤散布、除草等）

①研修開始のきっかけ

②師匠・研修について

③メッセージ

師匠:宮本 貞喜
品目

不知火



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

作業イメージ

品目

不知火

就農者紹介

天草の農業師匠

農業
師匠

メッセージ

研修生
へ期待

天草市

上天草市苓北町

経営
内容

①研修開始のきっかけ

②師匠・研修について

③メッセージ

‼
5

収穫収穫・出荷
剪定

栽培管理（薬剤散布、除草等）

師匠:余宮幾男
笹原達雄

品目

不知火

摘果



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
定植

作業イメージ

準備 整枝・収穫
定植準備 収穫収穫

定植準備整枝・収穫

品目

きゅうり

農業
師匠

メッセージ

研修生
へ期待

天草市

上天草市苓北町

経営
内容

天草の農業師匠

研修生紹介

①研修開始のきっかけ

②師匠・研修について

③メッセージ

‼

品目

きゅうり
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6

師匠:川端勇喜



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
作業イメージ

品目

ﾐﾆﾄﾏﾄ
農業
師匠

メッセージ

研修生
へ期待

天草市

上天草市苓北町

経営
内容

就農者紹介

①就農のきっかけ

②師匠・研修について

③メッセージ

品目

ﾐﾆﾄﾏﾄ

天草の農業師匠

定
植

準
備 収穫・管理収穫・管理
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師匠:玉名地域
ＪＡあまくさ



１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７ ８ ９ 10 11 12
作業イメージ

品目

トルコ
ギキョウ

就農者紹介

①研修開始のきっかけ

②師匠・研修について

③メッセージ

‼

天草の農業師匠

農業
師匠

メッセージ

研修生
へ期待

天草市

上天草市苓北町

経営
内容
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定植土壌消毒
収穫・出荷収穫・出荷

育苗

品目

トルコ
ギキョウ



天草市新規就農サポートセンター
（事務局）

天草市役所 経済部 農業振興課
〒863-8631 天草市東浜町８番１号
☎：0969-32-6792 FAX : 0969-24-2524

熊本県 天草広域本部 農業普及・振興課
〒863-0013 
熊本県天草市今釜新町3530
☎ 0969-22-4262 FAX 0969-22-5054

就農相談窓口

関係機関

本渡五和農業協同組合 営農課
〒863-0031 天草市南新町9-22
☎ 0969-23-2231 FAX 0969-23-9360

あまくさ農業協同組合 営農企画課
〒863-0032 天草市太田町１番地２
☎ 0969-22-1105 FAX 0969-24-0872

あなたの力で
未来をつかもう


